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労働者派遣契約 書 

 

1. 契約の目的 

岐阜県総合医療センターにおいて必要とする看護助手業務に従事させるため、   

の雇用する労働者（以下「派遣労働者」という。）を地方独立行政法人 

岐阜県総合医療センターに派遣することを目的とする。 

2. 契約期間 

2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで 

3. 契約単価 

区分 単価（円） 

派遣労働者１人１時間当たりの派遣料金 看護助手  

 本契約における契約単価は消費税抜き価格とし、消費税額は、労働者の就業時間（以下「就

業時間」という。）が確定したときに、単価に総就業時間数を乗じて得た額の合計額に消費

税率を乗じて得た額とする。なお、この際１円未満の端数が出たときは切り捨てることとす

る。 

 

 上記派遣業務について、地方独立行政法人岐阜県総合医療センター（以下「甲」という。）

と                 （以下「乙」という。）との間において、次の条項

により契約を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 甲及び乙は、この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」

という。）及びその他関係法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。 

2 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書契約単価をもつて、頭書契約期間において、この業務

を履行しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更された時は、変更された

仕様書に従って履行しなければならない。 

 

（権利義務譲渡の禁止） 

第 2 条 乙は、甲の書面による承諾なくして、この契約上の地位を第三者に承継させ、ある
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いはこの契約及びこの契約に関連して生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もし

くは引き受けさせ、又は担保の目的に供してはならない。 

 

（派遣業の届出） 

第 3 条 乙は、この契約を締結するにあたって、あらかじめ甲に対して労働者派遣事業の

許可を受けていること、又は届出を行っていることを明示しなければならない。 

2 乙は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に、労働者派

遣法第 10 条に定める有効期間が満了した場合は、その更新を受けていることを明示しな

ければならない。 

 

（派遣労働者の通知） 

第 4 条 乙は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第 35 条

に定める事項を甲に通知しなければならない。 

 

（派遣労働者の選定） 

第 5 条 乙は、この契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に必要

とされる技術、知識、能力、信用を有する者を選定しなければならない。 

２ 甲に派遣された派遣労働者のうちで、業務の遂行について適性を欠くと認められる者

が  ある場合は、甲は乙に対して、その理由を示し当該派遣労働者の交替を要請すること

ができる。 

３ 乙は、甲から前項の要請があった場合には、速やかに派遣労働者の交替を行わなければ 

 ならない。 

 

（派遣就業条件の確保） 

第 6 条 甲及び乙は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、業務の遂行に支障を生じ、

又は甲の信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければなら

ない。 

2 乙は、甲が派遣労働者に対し、その指揮命令下に労働を行わせることにより、労働基準

法等の法令違反の生じることのないよう、時間外・休日労働協定その他所定の法令上の手

続をとらなければならない。 

3 派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並

びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負わなければならない。通勤災害に

ついては、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものと

する。 

なお、甲は乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力を行うものとする。 

4 甲は、甲の業務に支障のない範囲において、必要な施設、設備等を派遣労働者に使用さ
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せることができる。 

 

（代替要員の確保） 

第 7 条 乙は、派遣労働者の病気、事故、休暇の取得その他の事由により欠員が生じる場合

には、速やかに甲にその旨を通知するとともに、欠員が生じた場合は、その欠員の補充を

行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨を乙に連絡したときはこの

限りでない。 

2 甲の承認なく欠員が補充されない場合、乙は、当該欠員の派遣料金に相当する金額 10 分

の１を甲に支払うものとする。 

 

（派遣料金の算出） 

第 8 条 甲は乙に対し、派遣業務の対価として派遣料金を支払う。 

2 派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの１か月とし、頭書記載の契約単価

に、就業時間を乗じて算出するものとする。この場合において、１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。 

3 労働基準法に定める１日８時間の法定労働時間を超える時間外及び休日の労働時間に

関する労働については、契約単価に次の各号を乗じた単価にて算出する。なお、１週の起

算日は、日曜日とする。 

(1) 時間外労働時間は、25％の割増とする。 

(2) 休日労働時間は、35％の割増とする。 

(3) 深夜労働時間は、25％の割増とする。 

(4) １か月の法定労働時間を超える時間外労働時間が 60 時間を超えた場合は超えた時間 

外労働時間分について 25％の割増（休日労働時間は 15％の割増）とする。 

4 就業時間の計算は、15 分単位（端数については切り捨てる。）とする。 

 

（就業報告） 

第 9 条 派遣労働者は、就業に関する報告を毎勤務日に行い、甲の定めた指揮命令者又は

甲の指定する者の確認を受けなければならない。 

 

（検査） 

第 10 条 乙は、毎月派遣労働者の就業に関する報告を甲に行うものとする。 

2 甲は、前項の報告書を受理した日から 10 日以内に、報告内容について検査をしなけれ

ばならない。 

3 乙は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けな

ければならない。 
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（派遣料金の支払い） 

第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、派遣料金（第８条に定める派遣

料金及び頭書記載の消費税額）の支払いを請求するものとする。 

2 甲は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に派遣料金を支払

うものとする。 

 

（派遣先責任者、派遣元責任者の選定） 

第 12 条 甲は、派遣先責任者を選任するものとする。 

2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者をして、この契約及び仕様書に定める事

項を遵守させるものとする。 

3 乙は、派遣元責任者を選任し、派遣労働者による適正な業務の実施のため必要な措置を

講じるものとする。 

 

（派遣業務の指揮命令） 

第 13 条 派遣労働者は、この契約の業務を遂行するにあたり、甲が定めた指揮命令者の指

示に従うものとする。 

2 乙は、派遣労働者に対して、指揮命令者の指示に従って職場秩序・規律を守り適正に業

務を遂行させるものとする。 

 

（安全衛生） 

第 14 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者

の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。 

2 甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合

には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や

配慮を行うものとする。 

3 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止する為の措置を

講ずるとともに、派遣労動者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、

甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努め

る。 

4 労働安全衛生法に基づく定期健康診断及びストレスチェック制度については乙の責任

と負担において実施するものとする。定期健康診断以外で甲の事業所の方針及び派遣労

働者の従事する業務によって必要とされる医療関連感染対策等については、甲の責任と

負担にて実施するものとする。 

 

（苦情処理） 

第 15 条 甲が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者が中心となって、
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誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果につ

いて必ず派遣労働者に通知することとする。 

2 乙が、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者が中心となって、誠意

をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について

必ず派遣労働者に通知することとする。 

3 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞な

く通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 

 

（事故等の報告） 

第 16 条 乙は、派遣業務に支障が発生するおそれのある事故又は脅威の発生を知ったとき

は必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を甲に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

2 乙は、前項の事故等が発生した場合は、速やかに甲に報告するとともに、必要な措置を

講じなければならない。 

 

（管理義務） 

第 17 条 乙は、派遣労働者がこの契約の業務を遂行するにあたって、故意又は過失により

発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、自己の責任において処理し

なければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限

りでない。 

 

（甲の契約解除権） 

第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由がなく派遣業務に着手しないとき。 

(2) 乙又はその使用人が検査等に対し職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 

(3) 前各号のほか、契約不履行の恐れがあると認められるとき。 

2 甲は、乙が前項各号の一に該当したことにより、契約を解除した場合は、契約単価に派

遣予定時間から既に派遣された時間を減じた時間を乗じた金額の 10 分の１に相当する額

を違約金として徴収する。 

3 前項の違約金は、甲が乙に支払うべき派遣料金又は契約保証金があるときは、当該支払

分から控除することができる。 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第 18 条の 2 甲は、乙（乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員）が本件契約に

関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２2
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年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）の規定に違反する行為（以下「独占禁止

法違反行為」という。）があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置

命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき（当該排除措置命令に係る行政事件訴訟

法（昭和 37年法律第 139号。以下「行政事件訴訟法」という。）第 3条第 1項に規定す

る抗告訴訟が提起されたときを除く。）。 

(2) 公正取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第

1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該

納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付

命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除

く。）。 

(3) 公正取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行

政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求

棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 

(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事

業者団体（以下「乙等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定

したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが

確定した場合における当該命令をいう。）において、本契約に関し、独占禁止法違反行

為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(5) 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行

為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間（これらの命

令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確

定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行

期間を除く。) に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取

引分野に該当するものであるとき。 

(6) 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）に対する刑法第 96 条の６若

しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定に

よる刑が確定したとき。 

 

（談合その他不正行為があった場合の違約金等） 

第 18 条の３ 乙は、本契約に関し、前条第１項各号の一に該当するときは、甲が本契約を

解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として契約単価に派遣予定時間

から既に派遣された時間を減じた時間を乗じた金額の 10 分の２に相当する額を甲が指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第１項第１号から第５号までのうち、

決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取

引方法（昭和 57 年６月 18 日公正取引委員会告示第 15 号）第６項で規定する不当廉売で

ある場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。 
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２ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計し

た額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるもので

はない。 

３ 前２項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。 

 

（暴力団排除措置による解除） 

第 18 条の 4 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することが

できる。 

(1) 乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号。以下「暴対法」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

あるとき。 

(2) 乙の役員等（地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う契約からの暴力団排除 

に関する措置要綱（以下「暴排措置要綱」という。）第２条第９号に規定する役員等を 

いう。以下同じ。）が、暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。 

以下同じ。）であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与して 

いると認められるとき。 

(3) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用

していると認められるとき。 

(4) 乙の役員等が、その属する法人等（暴排措置要綱第２条第８号に規定する法人等をい

う。以下同じ。）若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴排措置要綱第２条第７号に規定する暴力団

員等をいう。以下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

(5) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められるとき。 

(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

(7) 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 

(8) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している

業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締

結し、これを利用していると認められるとき。 

(9) 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に派遣料金

債権を譲渡したとき。 

(10) 乙が、(2)から(8)までのいずれかに該当する者を下請契約又はその他の契約の相手

方としていた場合（(8)に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を
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求め、乙がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の 1 に相

当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（乙の契約解除権） 

第 19 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を継続することが不可能と

なったときは、契約を解除することができる。 

   

（契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置） 

第 20 条 甲は、専ら甲に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除を

行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をも

って乙に解除の申入れを行うこととする。 

２ 乙及び甲は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によ

らない契約の解除を行った場合には、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確

保を図ることとする。 

３ 甲は、甲の責に帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前に契約の解除を

行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができ

ないときには、少なくともこの契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者

を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければなら

ないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額

以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲に

よる解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告

をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満た

ないときは当該解雇の日の 30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当

する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙

と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、乙及び甲の双方の

責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合につ

いても十分に考慮することとする。 

４ 甲は、この契約の契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合であって、乙

から請求があったときは、契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 

 

（賠償金、損害金又は違約金の控除等） 

第 21 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わ

ないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から派遣料金支払

の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき派遣料金

とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 
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２ 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセント

の割合で計算した額の延滞金を追徴する。 

 

（契約期間中の雇用の禁止） 

第 22 条 甲は、乙から派遣を受け入れている期間中に、派遣労働者を甲または関連する事

業所に雇用してはならないものとする。また、乙の派遣労働者に対して乙との雇用関係終

了の勧奨、第三者への斡旋を行ってはならない。尚、上記事項が認められた場合、甲は乙

に対し該当する派遣社員の前 6 ヶ月の平均派遣料の 3 ヶ月分を支払わなければならない。 

 

（派遣労働者の雇用する場合の紛争防止措置） 

第 23 条 甲は、個別契約の期間終了後に、当該派遣労働者を雇用する場合には、その雇用

意思を事前に乙に対して示すものとする。 

 

（権利の帰属） 

第 24 条 この契約に基づき、派遣労働者の業務の実施にあたって発生した権利は、すべて

甲に帰属するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 25 条 乙は、この契約上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならな

い。この契約の終了後においても同様とする。 

２ 乙は、派遣業務の実施に当たって個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守しなければならない。 

３ 乙は、派遣労働者に対して第 1 項、第 2 項の趣旨を徹底させるものとし、万一、派遣労

働者が第 1 項、第 2 項の規定に違反した場合、法令に基づき甲又は第三者に対し責を負

う。 

４ 甲は、乙に対して派遣労働者の守秘義務を定めた誓約書の提出を求めることができる。 

 

（契約終了時の引継、移行支援） 

第 26 条 乙は、契約の解除時、又は契約期間の終了時には、業務に支障が生じることがな

いよう甲又は他者に対して、引継及び移行を支援しなければならない。 

 

（事情変更の場合の措置） 

第 27 条 この契約締結の時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化

により、契約単価が著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して契約単価を変

更することができる。 
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（契約外の事項） 

第 28 条 この契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとす

る。 

 

 

 

この契約を証するため、契約書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有す

る。 

 

 

 2024 年 ３月  日 

 

 

             甲     岐阜市野一色 4 丁目 6 番 1 号 

              地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 

              理事長  桑原 尚志               印 

 

         乙     住 所   

               

                    氏 名                    印 
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別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項                               

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければな

らない。 

 

 （収集の制限） 

第２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確

にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければ

ならない。 

２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又

は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲

の承諾があるときは、この限りでない。 

 

 （目的外利用・提供の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的

に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りで

ない。 

 

 （漏えい、滅失及びき損の防止） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

 

 （廃棄） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要

がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された保有個人情報が記録さ

れた資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでな

い。 

 

  （事務従事者への周知） 

第８ 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約によ

る事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用

してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 
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  （再委託の禁止） 

第９ 乙は、この契約による事務については、第三者にその取扱いを委託してはならない。た

だし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする

場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得

なければならない。 

⑴ 再委託を行う業務の内容 

⑵ 再委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再委託の期間 

⑷ 再委託が必要な理由 

⑸ 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 

⑻ 再委託の相手方の監督方法 

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるととも

に、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人

情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法

について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求

めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

６ 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。）は原則として認めな

い。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第２項中の「再委託

の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。 

７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第２項各号に規定す

る項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲

の承諾を得なければならない。 

⑴ 再々委託を行う業務の内容 

⑵ 再々委託で取り扱う個人情報 

⑶ 再々委託の期間 

⑷ 再々委託が必要な理由 

⑸ 再々委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

⑹ 再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者 

⑺ 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定されたものの写

し） 

⑻ 再委託先における再々委託の相手方の監督方法 

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわら

ず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 

 

  （資料等の返還等） 

第 10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集
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し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

 

  （立入調査） 

第 11 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随

時調査することができる。 

 

  （事故発生時における報告） 

第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、

速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

注１ 「甲」は当法人を、「乙」は受託者を指す。 

 ２ 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は削除することとす

る。 


